
発注者（施主） ③届出書の提出 工事箇所を所管する
（対象建設工事の 市町長または
 届出書作成） 県土整備事務所長

⑥書面による報告

①説明　　　　　②契約

受　　注　　者
④工事の実施 ⑤工事の完了

元請業者 ・分別解体等の実施 ・再資源化等の完了確認
届出事項に関する ・技術監理者等による施工管理  及び発注者への報告
書面の作成 ・現場における標識の掲示 ・再資源化等の実施状況

 の記録の作成・保管

※詳しくは、建築指導課または埼玉県の技術管理課に問い合わせください。


